
5月16日 （火）参・法務委
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1問公証人に支払われる手数料について，今回の法案では，
第三者保証の公証人による意思確認手続として， 「保証意
思宣明公正証書」の作成が原則として必要になるが， この
作成にかかる手数料はいくらを予定しているのか，法務当
局に問う。
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(答）

保証意思宣明公正証書の手数料は， 目的の価額が算定不能な
法律行為に係る公正証書と同様に扱い，一律， 1万1000円

。 }
とすることを予定している。
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（参照条文）

○公証人手数料令

第九条法律行為に係る証書の作成についての手数料の額は， この政令に特別の定め
がある場合を除き，別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じ，同表
の下欄に定めるとおりとする。

第十六条法律行為の目的の価額を算定することができないときは，その法律行為の
目的の価額は’五百万円とみなす。ただし，その法律行為の目的の最低価額が五百
万円を超えることが明らかなときはその最低価額とし，その法律行為の目的の最高
価額が五百万円に満たないことが明らかなときはその最高価額とする｡
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七 立十〃Hを超え－億円以下のもの 山刀二十門

八 -1gHを超え二億円以下のもの 四〃二十門に超過額五千万円までご
とに一万三千円を加重1‐方箱
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汕刀ヱ~r~Hに超過額五千万円までご
とに一万千円を加筧し方額
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2問 「保証意思宣明証書」の作成手数料が1万1千円とされ
皇_至鼬迄法務当局に問う。 １

１

.(答）

保証意思宣明公正証書制度は，事業のために負担した貸金等
債務につき，個人がリスクを十分に自覚せず安易に保証人にな
ることを防止するため，有効な保証契約を締結するためには事
前に公証人の意思確認の手続を経なければならないものとした
ものであるが,:保証意思を有していること自体の経済的な価額
を算定することはできない。

そして，意思確認に必要な審査事務の内容や負担等を踏まえ
つつ'他の公証事務の手数料との均衡等も考慮して，保証意思
宣明公正証書の作成手数料を1万1000円とすることを予定
しているものである。
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（参照条文）

○公証人手数料令

第九条法律行為に係る証書の作成についての手数料の額は， この政令に特別の定め
がある場合を除き，別表の中欄に掲げる法律行為の目的の価額の区分に応じ，同表
の下欄に定めるとおりとする。

第十六条法律行為の目的の価額を算定することができないときは，その法律行為の
目的の価額は’五百万円とみなす。ただし，その法律行為の目.的の最低価額が五百
万円を超えることが明らかなときはその最低価額とし，その法律行為の目的の最高
価額が五百万円に満たないことが明らかなときはその最高価額とする。

｜
｜
I
I
O

l
l
q

l

l

｜
■

Q

I
j

I
8
●

’

℃

別表

1

番
号
窪津行為の目的の価額 軍貧具

一

巳刀同と人rのもの ．
ヱーー「向

二 日刀周乞月適え－白万円以下の華、の
し1－両



ろ

I

己

I

I

１
１

ｂ
■
●
Ⅱ
■
ｒ
Ｄ
ｅ
Ｏ
■
■
ｄ
ｑ
ｏ
０
●
Ｕ
■
Ｐ

’

４

１

１

１

2

一
●
一
一

一一ロノJ同琶迄丞工L日〃門以下のもの
ノゾ I「］ ．

四
型-ﾛﾒｰﾉﾛ迂唾丞十々H以卜のもの

"JしI ~同

｡｡

五 I
ﾉ息ﾉ向迂哩丞二十〃門以下のもの

一ノJ･二三一「同

｛
ハ
－1
幻r]乞唾スヱT."H以下のもの

一ノゾノし「「。

七 ユI
孑ﾉ「.迂唖え一1恵門以i､のもの

酉ノリ－1－局 〃

八
'忠両さ哩元二1恵尚以I､のもの

ﾋｺﾉJﾆﾆｰ｢局ヤー疋亘唖馥立十万円までご
とに一万三千円参加質I鋒藷九

－1辱同さ唾丞~r1恵周以卜のもの
ﾉ“ﾉJ-』』-丁向1－廼返】韻.血十万円までご
とに一万千円存加･貧1 ．表籍



平成29年5月16日 （火）
東徹（維新）

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

7問暴利行為について規定を設けないこととした理由を，
法務当局に問う。

(答）

1 暴利行為の定義

暴利行為とは，一般に，他人の窮迫・無経験等に乗じて著

しく過当な利益を得ることを目的とするような行為をいうも

のと言われており，このような行為について公序良俗に反す

るものとして現行法第90条により無効であると判断した古

い判例がある（注1） 。
／亭､ h

b

2 ‘法制審議会における議論の経緯

もっとも， このような意味での暴利行為が公序良俗違反と

して,民法第90条により無効であるとの結論を導くことは，

同条の文言からは必ずしも容易ではないため，法制審議会に

おいては，予測可能性を確保するため，先ほど申し上げた判

例を参考に，暴利行為を無効とする明文の規定を設けること

が検討された（注2） 。

しかし，何をもって暴利行為というかを抽象的な要件で規

定すると，取引への萎縮効果が生ずるとして，経済団体を中

心に明文の規定を設けることに反対する意見があった｡また,

近時の下級審裁判例では，暴利行為として無効となる範囲が

広がりつつあるとの見方もあった。すなわち，近時の下級審

裁判例を分析し,契約を無効とするかどうかの判断に当たっ

ては,利益の絶対的な大きさだけでなく，相手方がそのよう

な負担を課せられる理由の存否のほか，相手方の財産状態，

さらには主観的態様等も考慮しているとして， 「著しく過当

な利益］ という要件ではなく， 「不当な利益」 という要件と

する方がより適切であるとの指摘もあった。

《○

－1－



このように，無効とされるべき暴利行為の内容が確立して

いるとはいい難い現状において， このような近時の裁判例を

も踏まえてその要件を適切に設定することは困難であり，必

ずしも予測可能性を確保するという目的を達することはでき

ない上,現時点で一定の要件を設定することで将来の議論の

発展を阻害しかねないとも考えられた．

3結論

そこで，改正法案においては,法制審議会における議論の

状況を踏まえ,暴利行為に関する規定を設けることとはせず,

引き続き，個別の事案に応じた現行法第90条の解釈に委ね

ることとしたものである。

j §

○

(注1）大判昭和9年5月1日 （民集13巻875頁）は「他人ノ窮迫

軽率若ハ無経験ヲ利用シ著シク過当ナル利益ノ獲得ヲ目的トスル

法律行為ハ善良ノ風俗二反スル事項ヲ目的トスルモノニシテ無効

ナリ」 と判示している｡

(注2） 「民法（債権関係）の改正に関する中間試案」 （平成25年2

月26'日決定）では，次のような提案がされていた。

第1, 2公序良俗（民法第90条関係)

民法第90条の規律を次のように改めるものとする｡

(1)公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は，無効とする

ものとする。

（2）相手方の困窮，経験の不足，知識の不足その他の相手方が

法律行為をするかどうかを合理的に判断することができない

事情があることを利用して，著しく過大な利益を得，又は相

手方に著しく過大な不利益を与える法律行為は,無効とする

ものとする。

（注）上記(2) （いわゆる暴利行為）について,相手方の窮迫，

軽率又は無経験に乗じて著しく過当な利益を獲得する法律

行為は無効とする旨の規定を設けるという考え方がある。

また，規定を設けないという考え方がある。
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(公序良俗）
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第九十条公の秩序又は善良の風俗に反

する法律行為は､無効とする。

(公序良俗) ．
､ ●

第九十条公の秩序又は善良の風俗に反

する事項を目的とする

:効とする。 、

法律行為は、無



(対閃司り副大臣｡政務官）
5月16日（火）参．法務委

民事局作成

東徹議員（維新）

I

s問暴利行為に関して，法制審議会で議論が煮詰まら
なかったとしても，国会において規定を追加しては
どうかと考えるが，法務大臣の見解を問う。

〔前提〕

法務省における民事基本立法の改正作業では，一般的
に，法制審議会の答申に基づいて法案を作成し, これを
内閣提出法案として国会に提出した上で，立法府で御審

議いただく， というのが原則的な流れであるが，立法府
である国会のご判断により，法案に規定が追加されるこ
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とがあり得ることは言うまでもないところである。

〔法制審議会における議論の経緯〕

・ 暴利行為については（先ほど民事局長が答弁したよう

に） ，法制審議会において，古い判例(注）を参考に，

民法を国民一般に分かりやすいものとする観点から，暴

利行為を無効とする明文の規定を設けることが検討さ

れた｡

･‐ しかし，何をもって暴利行為というかを抽象的な要件己
で規定すると，取引への萎縮効果が生ずるとして；経済

一

団体を中心に明文の規定を設けるLとに反対する意見

があった。

。 また,無効とされるべき暴利行為の内容が確立してい

るとはいい難い現状において，その要件を適切に設定す（

ることは困難であり， また，現時点で一定の要件を設定

することで将来の議論の発展を阻害しかねないとも考

えられた。
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(注）大判昭和9年5月1日 （民集13巻875頁）は「他人ノ窮迫軽率

若ハ無経験ヲ利用シ箸シク過当ナル利益ノ獲得ヲ目的トスル法律行為

ハ善良ノ風俗二反スル事項ヲ目的トスルモノニシテ無効ナリ」と判示し

ている。

〔結論〕

． そこで，改正法案においては，暴利行為に関する規定

を設けることとはせず，引き続きⅢ個別の事案に応じた

現行法第gO条の解釈に委ねることとしたものであり，

(,｡ ‘ このような判断には現状においても合理性があると考
○ えている6

(参照条文）

己

【責任者：民事局筒井民事法制管理官内線■■携帯電話■■■■■■■
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改正案 現行 4 1

(公序良俗）
Q

第九十条公の秩序又は善良の風俗に反

する法律行為は、無効とする。

(公序良俗）
' ●

第九十条公の秩序又は善良の風俗に反

する事項を目的とする法律行為は

とする。

、
無効ノ､，、



平成29年5月16日（火）
東徹（維新）

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

「

9問第三者保証について，保証人になろうとする者が成
年被後見人である場合には，成年後見人が代わりに公
証人に口授することになるのか， また， この場合に成
年被後見人本人の意思は十分に確認することができる
と考えられるのか，法務当局に問う。

（答）

1 口授する者

改正法案においては,公証人において保証人の保証意思を

確認し，安易に保証契約が締結されるこ・とを防止するため，

保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示す

ることを要求しており， ここで口授をするのは保証人になる

うとする者本人である（第465条の6） 。

2 成年被後見人のケース
このことは，成年後見人が成年被後見人を保証人とする保

証契約を締結する場合でも変わりがなく， この場合における
保証人になろうとする者は成年被後見人であり， 口授をする
のは成年被後見人である。

したがって，公証人は， 口授をした成年被後見人が保証意

思を有しているのかを確認することになるが，成年被後見人

は，事理を弁識する能力を欠く常況にあり，通常は保証意思

を有しているとは認められないため，公証人は，保証意思宣

明公正証書の作成を拒絶することになると考えられる(注)。

｡

（ ｝
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』

ー

（参考） ．

○民法

（後見開始の審判）

第七条’精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に

ついては《家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後

見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人､補助監督人

又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

｛
0

ｰ



平成29年5月16日（火）
東徹（維新）

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

霊叱Lし， 年

跨を承継す
ハて俣訂濤

ある0

(答）

保証意思宣明公正証書は，保証契約を締結する前提として作

《識 ;成するものであり，一度締結された保証契約に基づいて発生し
○た保証債務が相続等によって承継される際には作成を要しない。
したがって，ご指摘の，保証人が死亡し，その相続人が保証

債務を承継したという事案において，その相続人について保証

意思宣明公正証書を作成し直す必要はない。

（なお，相続の放棄は，原則として，相続人において相続人

となった事実を知ってから3箇月以内の熟慮期間内にしなけれ

ばならないが， この3箇月が経過したとしても，相続人におい

て相続放棄等をしなかったのが，相続財産が全く存在しないと

信じたためであり,；かつ， このように信ずるについて相当な理

由があるといった要件を満たす場合には，熟慮期間は進行しな

もいと解されているため'例えば，被相続人に保証債務があるこ
とを含め，相続財産があることを相続人が全く知らなかった場

合などには，相続開始を知った後3箇月を経過した後であって
も，保証人の相続人は，相続放棄をすることができる場合があ

る （注1） （注2） ） 。

ノ

(注1）判例（最判昭和59年4月27日）は， 「熟慮期間は、原則と

して、相続人が前記の各事実を知った時から起算すべきものである

が、相続人が、右各事実を知った場合であっても､右各事実を知っ

た時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被

－1－

、



相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被

相続人の生活歴､･被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の

状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待するこ

とが著しく困難な事情があって､相続人において右のように信ずる

について相当な理由があると認められるときには､相続人が前記の

各事実を知った時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相

当でないものというべきであり､熟慮期間は相続人が相続財産の全

部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から

起算すべきものと解するのが相当である。 」 と判示する。

なお，この判例自体は,積極財産及び消極財産の双方を知らない

ケースを想定していると説明されている｡

(注2）相続の放棄はj相続の承認がされた後には，することができな
＆

い。

なお，相続の承認（単純承認）には，意思表示によるものと法

定事由の存在によるもの（法定単純承認）がある。単純承認につい

ても,錯誤の規定が適用されるのかについては議論がある(例えば,

高松高裁平成20年3月5日は，法定単純承認についても錯誤を理．

由にその効果を否定して相続放棄の申述を受理している｡）。

（参考）

○民法

（相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条相続人は、自己のために相続の開始があったことを知っ

た時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は

放棄をしなければならない6ただし、この期間は、利害関係人又は検

察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をする

ことができる。

（単純承認の効力)

第九百二十条相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権

利義務を承継する。

'⑦

－2－

､



！

（法定単純承認）

第九百二十一条次に掲げる場合には､相続人は、単純承認をしたもの

とみなす。

一相続人が相続財産の全部又は－部を処分したとき｡ただし、保存

行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、ご

の限りでない。

二相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放

棄をしなかったとき。

三相続人が、限定相続の承認又は相続の放棄をした後であっても、

相続財産の全部若しくは宇部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪

意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし､その

相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続のS
承認をした後は、この限りでない‐ 。

イ

ノ

℃

●

8

－3－



(対雨･副大臣･政務官）
5月16日（火）参・法務委

民事局作成

東徹議員（維新）

1 1間参考人質疑における参考人の意見や, 日本維新
の会が今国会に提出した「個人保証廃止法案」につ
いて，法務大臣の見解を問う。

〔前提①．個人保証に依存し過ぎない融資慣行の確立の必

要性〕

.特に事業性の融資については，経営者その他の個人が

保証人となったために，その生活が破綻する例も少なく

ないといわれている。

・ このような現状に鑑みれば,個人保証に依存し過ぎな

b

い融資慣行の確立は‘我が国社会において極めて重要な

ものであると認識している。

〔前提②．保証のもつ信用補完機能〕：

・ 他方で,個人保証を全面的に禁止した場合には，特に

信用力に乏しい中小企業の資金調達に支障を生じさせ

るおそれがあるとの指摘が中小企業団体を始めとする

関係団体等から強く寄せられており， この指摘も重く受

け止める必要があると考えている｡

〔前提③。両者の調和〕

・ 個人保証の問題に関しては, ．これまでもｩ個人保証に

依存し過ぎない融資慣行の確立に向けた取組が行政的

な枠組みを中心に進められてきているが,その中でも，

これらの相反する要請をどのようにバランスの取れた

℃

ものとしていくかが重要であったものと認識している。

｣し



ず

〔結論①.立案における検討状況及び改正法案の内容〕

・ 改正法案の立案に当たっても， これらの要請をどのよ

うに調和の取れたものにするかに配意しつつ検討が行

われたが， 事業性の融資に関して，公証人による意思確

認手続を経ない場合には保証契約を無効にするという

強力なルールを設けることを前提に，このルールの適用

対象は，弊害が顕著である第三者が保証をするケースに

限定することとしたものである。

なお，今般の改正においては，債権譲渡についての讓
巳 渡制限特約の効力の見直しなども行うこととしており
個人保証に依存し過ぎない融資慣行を確立するための

環境整備にも取り組んでいる。

〔結論②・所見〕

このように，個人保証を一律に禁止することば現状に

照らすと相当ではないと考えているところであり， この
V

ような考え方は参考人質疑や委員各位のご発言等を踏

まえても,なお維持するべきものと考えている。

法務省としては， 引き続き，個人保証に依存し過ぎな己
い融資慣行の確立に向けi関係省庁と連携しつつ，改正

法案の施行後の状況を注視してまいりたい。

(参考） 二F小企業庁は平成18年，信用保証協会が保証を行う場合には

進一ただし，①実質的な経営権を有している者，営業許可名義人又は

経営者本人の配偶者（当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶

者に限る。 ）が連帯保証人となる場合,②経営者本人の健康上の理由
〃

2
、

』



のため，事業承継予定者が連帯保証人となる場合'③財務内容その他

の経営の状況を総合的に判断して，通常考えられる保証のリスク許容
額を超える保証依頼がある場合であって， 当該事業の協力者や支援者

から積極的に連帯保証の申し出があった場合（ただし，協力者等が自

発的に連帯保証の申し出を行ったことが客観的に認められる場合に限
る｡ ）には，例外とされる。

金融庁は里平成23左また， ， 「主要行等向けの総合的な監督指針」

と 「中小･地域金融機関向けの総合的な監督指針｣を改正し” 「自発
的な意思に基づく申し出」がある場合など上記の中小企業庁が定める

例外と同様のものを除き,金融機関が経営者以外の第三者の個人連帯
保証人を求めないことを原則とする方針を示した。

b さらに， 樺'~ｰ 土． 日､丞南

と全国銀行協会が共同で設置した「経営者保証に関するガイドライン

研究会が中小企業団体及び金融機関団体共､甫の自王的自立的ナ

則として策定 ･公表したものである。このガイドライ ンの概要は ①

経営者保証に依存しない融資の一層の促進,②経営者保証の契約時の

債権者の対応,③既存の保証契約の適切な見直し，④保証債務の整理

などについて，その在り方を示したものである。このガイドラインは，

平成25年12月に策定・公表され，平成26年2月1日から適用さ

れている。このガイドラインには，法的拘束力はないが，主たる債務
者，保証人及び対象債権者によって， 自発的に尊重され遵守されるこ

とが期待されている。

己

【責任者:民事局筒井民事法制管理官内線■■携帯電話■■■■■■■
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平成29年5月16日（火）
東徹(維新）

参・
対法務当局

法務委員会
（民事局)

12問定型約款について，具体的にはどのような規定が
不当条項に該当するのか，例えば， 「事業者は責任を
負いません」 との免責規定や，高額な解約手数料を要
求する規定は不当条項に該当するのか,法務当局に問
う。

1 不当条項規制の内容

改正法案においては,相手方にとって負担となるような条

項，すなわち，相手方の権利を制限し，又は相手方の義務を

加重する定型約款の個別の条項については，両当事者間の衡
平を図る基本原則である「信義則」に反して相手方の利益を

一方的に害すると認められるときは,合意をしなかつたもの

とみなすことどしている（第548条の2第2項） 。 ，

ら ～

2不当条項の具体例

この規定によって効力が否定される条項としては，多様な

取引における様々な条項があり得ることから，これを網羅的
に申し上げることは困難であるが，委員ご指摘の「事業者は

責任を負いません｣ との免責条項がj定型約款準備者の故意

又は重過失による損害賠償責任をも免責する趣旨である場合

や（注1） ， 「高額な解約手数料」に関する条項が，相手方
に対して過大な違約罰を定める趣旨である場合のほか，例え
ば，売買契約において本来の商品に加えて想定外の別の商品

の購入を義務付ける不当な抱合せ販売の条項などがこれに該

当し得ると考えられる（注2） ・

現行法の下では， これらの条項の効力を争う手段について

は，必ずしも確立した見解もない状況にあるものと考えられ

るが，改正法案においては， このような不当な条項の効力の

有無についての判断枠組みが法律上明確化され，約款をめぐ

る紛争の適切な解決に資するものと考えられる。 ；

ｰ

己

－1－
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“(注i)消費者契約法第8条第2号及び第4号においても，事業者の債
務不履行又は不法行為（当該事業者，その代表者又はその使用する

者の故意又は重大な過失によるものに限る。 ）により消費者に生じ

た損害の賠償責任の一部を免除する条項は，無効とされている。

(注2）定型約款を利用した取引においては，画一性が高い取引である
． ことなどから，相手方である顧客においても約款の具体的な内容を

認識しようとまではしないのが通常である。このような特質に鑑み

れば,相手方である顧客にとって客観的にみて予測し難い条項が置

かれている場合において，その条項が相手方に多大な負担を課すも

のであるときは,相手方においてその内容を知り得るようにする措

置を定型約款準備者が講じておかない限り，信義則に反することと

なる蓋然性が高い.このような定型約款を利用した取引の特質が考
慮されることを表すために，第598条の2第2項においては，定

型約款の個別の条項が信義則に反して相手方の利益を一方的に害す
ると認められるか否かについての考慮事由として， 「定型取引の態

様」を明記しており，いわゆる不意打ち条項についても，第548

条の2第2項の規定に該当し得るものと考えられる｡

活
、一

(参照条文）

IC)

－2－

改正案 現行
P ｡

(定型約款の合意）
｡

第五百四十八条の二

p

，

定型取引(ある特
ﾛ ｡

定の者が不特定多数の者を相手方と
e 凸 ■

して行う取引であって、その内容の全

部又は一部が画一的であることがその

双方にとって合理的なものをいう。以

下同じ。 ）を行うことの合意（次条に

おいて「定型取引合意」 という。 ）を

した者は、次に掲げる場合には、定型

約款（定型取引において、契約の内容

とすることを目的としてその特定の者

により準備された条項の総体をいう。

6

●
ｒ

(新設）
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以下同じ｡）の個別の条項についても
l ◆

2

合意をしたものとみなす。
毎
一

定型約款を契約の内容とする旨

の合意をしたとき。
■

二定型約款を準備した者（以下「定

型約款準備者」 という。 ）があら

かじめその定型約款を契約の内容

とする旨を相手方に表示していた

とき。

前項の規定にかかわらず、同項の条

項のうち、相手方の権利を制限し、又

は相手方の義務を加重する条項であっ

て、その定型取引の態様及びその実情

並びに取引上の社会通念に照らして第

一条第二項に規定する基本原則に反
り け

して相手方の利益を一方的に害すると
①

認められるものについては､合意をし

なかったものとみなす。

●

、

争

ひ

甲

参
旬
ａ

①
■

や
毎

申

■
や

ｑ
夕

夕
６

甲

●
●

①

I



平成29年5月16日 （火）
東徹（維新）

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

13問契約締結後における定型約款の一方的変更が許さ
れる， ：｢変更に係る事情に照らして合理的であるとき」
（第548条の4第1項第2号）とはどのような場合
か，法務当局に問う。

（答）

1 変更の可否の判断基準

改正法案においては，定型約款準備者が相手方と合意をす

ることなく一方的に契約の内容を変更する｢定型約款の変更」

の要件として,①「定型約款の変更が相手方の一般の利益に

適合するとき」であるか，②変更が契約の目的に反せず，か

つ，変更に係る事情に照らして合理的な変更であるときであ
ることを要するものとしている（第548条の4第1項）。

PJ．▽
･4
J

○

少

判断基準の趣旨

このうち，②変更が契約の目的に反せず，かつ，変更に係
る事情に照らして合理的な変更であるときを「定型約款の変

更」の要件としたのは，法令の変更や経済情勢・経営状況に

変動があったときなどに，それに対応して定型約款を変更す

る必要性があるため，契約の目的に反しないこと等の厳格な

要件の下で， このような変更も許容すべきものと考えられる
からである。

そして，変更に係る事情に照らして合理的な変更であると

きという要件については， 「変更に係る事情」 として，変更

の必要性，変更後の内容の相当性，定型約款の変更をするこ

とがある旨の定めの有無及びその内容が例示されていること

からも明らかなとおり，事業者側の事情のみならず，相手方

の事情も含めて総合的に考慮した上で，客観的にみて｢合理

的」であるといえなければならない。したがって，相手方の

事情として，変更後の契約内容が顧客にどのような不利益を

2

巳
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どの程度与えるのか（注） ，その軽減措置が図られているの

か，軽減措置の効果がどの程度のものであるのかといったこ

とを考慮することは当然である｡

(注）現行法の下での裁判例にも，条項の追加により既存の顧客が受け

る不利益の程度などを明示的に考慮要素に挙げたものがある。福岡地

判平成28年3月4日は，金融機関が反社会的勢力に該当する者との

間の預金契約（預金契約締結後に預金契約が変更され，暴排条項が追

加された。）を解除したことの効力が争われた事案において， 「本件

各預金契約のように、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として

行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがそ

の双方にとって合理的であるような定型的な取引については、定型の

取引約款によりその契約関係を規律する必要性が高いから、取引約款

を社会の変化に応じて変更する必要が生じた場合には､合理的な範囲
において変更され･ることも、契約上当然に予定されているということ

ができ､既存の契約の相手方である既存顧客との個別の合意がない限

り、その変更の効力が既存の契約に一切及ばないと解するのは相当で

ない｡」とした上で， ｢本件各条項の事前周知の状況、本件各条項の

S

追加により既存の顧客が受ける不 U益の程度、本件各条項を既存の契

約にも遡及適用する必要性､本件各条項の内容の相当性等を総合考慮

すれば、本件各条項の追加は合理的な取引約款の変更に当たるという

ことができ、既存顧客との個別の合意がなくとも、既存の契約に変更

の効力を及ぼすことができると解するのが相当」として,改正法案の

内容を踏まえた形で，預金契約の遡及的な変更の効力を認める判断を

しており，控訴審である福岡高判平成28年1．0月4日判決も，この

判断を是認した。
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改正案
●

現行

(定型約款の変更）

第五百四十八条の四定型約款準備者
.lナ 、淡‘了塩庁添娼会､1戸げ壼麺約隷仇

変更をすることにより、変更後の定型

(新設）
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約款の条項について合意があったもの

とみなし、個別に相手方と合意をする

ことなく契約の内容を変

■

できる｡

一
一

更す
－

ろ了
C

e

定型約款の変更が､相手方

の利益に適合するとき、
一
一
一

とが
■■■■■■■■■■■■■■

の一般

ヤ

定型約款の変更が､契約をした目

一
一
定により定型約款の変更をすること

がある旨の定めの有無及びその内容

その他の変更に係る事情に照らして

,合理的か&､の‐て急おスル姜、

旦産…萱…里規産lﾆｰ主
る定型約款の変更をするときは、その

効力発生時期を定め、かつ、定型約款

を恋雨する冒逓ぴ変
一

甫携 の
■■■■■■

声型約款の

内容並びにその効力発生時期をインタ

－ネットの利用 その
－

他の適切な方法に

より周知しなければならない。

一
一

３
｜
・

するまでに同項の規定による周知をし

なければ、その効力を生じない｡

全第五百四十八条の二第二項の規定
● 4

は、第一項の規定による定型約款の変
令

更については、

P

適用しない．
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